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第１章 計画策定の背景等 

第１節 計画（後期プラン）策定の目的 

１ 目的 

「財政健全化計画（第２次計画）」は、平成17年度に行った「財政危機宣言」

時の深刻な財政状況に陥ることがないよう、市町村合併後の最大の懸案事項で

ある「普通交付税における合併算定替の特例期間の終了後」において、健全な

行財政運営を行うことができるよう、平成26年２月に策定したものです。 

計画では「財政収支の均衡」を基本目標として、同時期に策定した「行政改

革推進計画」及び「定員適正化計画」における取組みを反映するものとしてい

ます。 

また、計画期間は特例期間が終了する令和３年度以降も収支均衡を保つこと

ができるよう、終期を令和５年度とし、前期（平成25年度から28年度）、中期（平

成28年度から令和２年度）、後期（令和３年度から令和５年度）に分け、それぞ

れの期間における取組みの進捗状況を検証するとともに、改善を加えながら進

めてきました。 

この結果、合併算定替の逓減が始まった平成28年度以降、収支不足を補うた

めの財政調整基金取り崩しは行っておらず、かつ市の財政状況を客観的に示す

財政健全化指標においても基準値を超える指標が発生していない一定の良好さ

を保っている状況にあります。 

しかしながら、依然として進行する人口減少や高齢化率の進展に伴う扶助費

等の増加、また、老朽化に伴う公共施設の適正化など多くの課題が見込まれる

ことに加えて、計画策定時には予想だにしなかった新型コロナウイルスの感染

拡大への対応など、今後の財政状況を考えると予断を許さない状況が予想され

ます。 

このような中、本計画は、今後も財政収支の均衡を維持しながら、持続可能

な行財政運営を行うための取組みを進めていくために策定するものです。 

 

２ 健全化推進方針 

次の世代に負担を先送りすることなく、将来にわたって持続可能な財政運営

を構築するため、「財政収支の均衡の継続」を基本目標として、行政改革推進計

画及び定員適正化計画、公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、以

下の方針を定め、財政健全化の取組みを推進していきます。 

 

(1) 持続可能な財政運営 

持続可能で安定した財政運営を行うためには、歳入に応じた歳出とするこ

とで収支均衡を継続する必要があります。 

歳入については、市税等の収納率の維持向上やふるさと納税をはじめとし

た自主財源の確保、受益者負担の適正化などの取組みを進めます。 
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また、歳出については、業務委託や補助金等に関する指針に基づく見直し、

執行体制や既存事業の縮小・廃止など、歳出全般にわたって更なる見直しを

図ります。 

 

(2) 将来世代への責任 

人口減少が進む中にあっては、子育て支援や教育の充実、産業の多様化、

雇用の創出など未来に向けた投資を積極的に行う必要があるため、選択と集

中により、限られた資源を重点的に投下し、次の世代に選ばれるまちづくり

を進めていきます。 

一方で、将来世代への負担を先送りしないための取組みも行っていかなけ

ればなりません。 

多くの市民が利用する公共施設について、長寿命化のための予防保全を実

施する一方で、施設の統廃合による規模縮小の検討や維持管理費の縮減につ

いても並行して行っていきます。 

また、過大な投資が後に大きな財政負担とならないように新規の市債発行

を抑制し、市債残高の縮減に努めていきます。 

さらに、今後の社会情勢の変化、新たな課題やニーズに対応するほか、年

度間の財源調整という観点からも財政調整基金、減債基金および特定目的基

金の残高の確保と効果的な活用を図ることで、将来世代への責任を果たしま

す。 
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第２節 計画期間と目標 

１ 計画期間 

本計画は、平成25年度から令和５年度までの11年で、 

・前期プラン（平成25年度～平成28年度） 

・中期プラン（平成29年度～令和２年度） 

・後期プラン（令和３年度～令和５年度） 

の３つの期間に分けて健全化策に取り組むこととします。 

 

２ 計画の数値目標等 

(1) 財政収支の均衡 

収支状況は、行政改革推進計画、定員適正化計画ならびに財政健全化計画

の前期・中期プランの実施や普通交付税の算定方法の見直し等により改善さ

れており、財源不足による基金取崩を必要としない財政運営が行われている

ことから、本計画（後期プラン）期間においても、財政収支の均衡を継続す

ることを目標とします。 

 

(2) 財政指標等の数値目標 

令和５年度末における数値目標を中期プランに準じ、次のとおり定めます。

なお、減債基金については、令和２年度末に25億円に達していることから、

目標値を上げています。 

 

【財政健全化計画（第１次計画）】

H18 H19 H20 H21

【財政健全化計画（第２次計画）】

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

後期プラン

H17
市町村合併

財政危機宣言
第１次計画

第２次計画

前期プラン

中期プラン

区分 目標数値

経常収支比率 ９５％以下に抑制する。

実質公債比率 ５％以下に抑制する。

将来負担比率 発生させない。

市債残高
原則として、新規市債発行額を元金償還額以下に抑制
し、市債残高を減らす。

財政調整基金 ２７億円（標準財政規模の２０％程度）を確保する。

減債基金 ２７億円（市債残高の１０％程度）を確保する。
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第２章 中期プランの検証 

 第１節 中期プランの進捗状況 

中期プラン（平成29年度から令和２年度まで）では、前期プランに引き続き、

「財政収支の均衡」を基本目標として、将来を見据えた健全な行財政運営を確立

するため、具体的な対策と数値目標の見直しを行い、健全化施策を実施しました。 

この結果、行政改革推進計画（中期プラン）においては、前期プランに引き続

き、計画額を上回る効果実績となるとともに、普通交付税の合併算定替の特例期

間の終了が始まった平成28年度以降の決算において、収支不足を補うための財政

調整基金の取り崩しは発生していません。 

この要因は、前期プランに引き続き、職員数の適正化や市債の繰上償還による

効果が大きかったことに加え、新たに「職務給の見直し」「公共施設への自動販売

機設置方法の見直し」「予算におけるシーリング採用」などの取組みを実施したこ

とによるものです。（行政改革推進計画を参照） 

 

 

 

 

■行政改革推進計画における効果額 (単位：千円、％)

前期プラン 中期プラン 後期プラン 合計

計 画 額 ① 648,901 209,565 92,494 950,960 

実 績 額 ② 817,968 226,128 － 1,044,096 

② － ① 169,067 16,563 △92,494 93,136 

計 画 達 成 率 126.1 107.9 － 109.8 

■一般会計における予算・決算の推移

①当初予算 (単位：千円)

H28 H29 H30 R1 R2

27,250,000 27,892,000 26,371,000 27,743,000 26,419,000 

120,000 0 165,000 425,000 40,000 

27,250,000 27,892,000 26,371,000 27,743,000 26,419,000 

0 0 0 0 0 

②決算 (単位：千円)

H28 H29 H30 R1 R2

27,353,664 27,338,569 25,197,743 25,958,238 31,875,839 

0 0 0 0 0 

26,797,259 26,818,349 24,516,355 25,125,070 31,297,215 

390,397 392,394 281,918 296,387 131,369 

収 支 ( ① － ② )

区　　分

歳 入 総 額 ①

う ち 財 調 取 崩 額

歳 出 総 額 ②

実 質 収 支

区　　分

一般会計

区　　分

歳 入 総 額 ①

う ち 財 調 取 崩 額

歳 出 総 額 ②
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第２節 中期プランにおける決算状況（普通会計） 

１ 財政規模 

近年減少傾向にあった財政規模は、令和２年度決算において新型コロナウイ

ルス感染症対策の影響により、歳出では市町村合併後最大の312億9,700万円と

なっています。 

感染症対策経費を除く歳出においても271億6,000万円と前年度より増加し

ていますが、令和２年度は、合併特例事業債を活用した新しいまちづくり基金

の積み増しを行ったことや災害復旧費の増加が主な要因となっています。 

感染症の収束状況にもよりますが、今後は令和元年度程度の歳出規模程度に

近づき、その後は、人口減少に伴い相対的に減少するものと予想されます。 

 

 

 

２ 歳入の構造 

令和２年度の歳入決算額は318億7,600万円と前年度比22.8％の増となって

います。これは、新型コロナウイルス感染症対策に伴う国庫支出金の増加など

が大きく影響しているもので、これを除く決算額は277億4,600万円となってい

ます。 

自主財源比率（広義）は歳入全体の約２割程度で、地方交付税に大きく依存

した歳入構造となっています。自主財源のうち歳入の根幹である市税は28億円

前後（歳入全体に占める割合は約１割）で、また、ふるさと納税による寄附金

は平成27年度をピークに減少しており、平成30年度以降は６億円台で推移して

います。 

 

27,354 27,339 

25,198 
25,958 

31,876 

27,746 

26,797 26,818 

24,516 

25,125 

31,297 

27,160 

390 392

282
296

131

0

100

200

300

400

500

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

32,500

H28 H29 H30 R1 R2 R2(除コロナ)

実質収支

（百万円）

決算規模

（百万円）
決算規模の推移

歳入 歳出 実質収支

139 



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

(1) 普通交付税 

普通交付税（臨時財政対策債を含む）において、合併算定替と一本算定の

差額は、平成28年度で約８億5,000万円、その後は７億円前後で推移していま

す。また、合併算定替の特例期間終了に伴う逓減により、令和２年度は平成

28年度に比べ７億600万円減少しています。 

 

 

■歳入の推移 （単位：百万円、％）

H28 H29 H30 R1 R2 R2（除コロナ） 構成比

2,772 2,843 2,809 2,806 2,751 2,751 9.9 

1,655 1,077 639 680 644 644 2.3 

内やらんば (1,604) (1,074) (618) (678) (642) (642) 2.3 

2,516 2,945 2,731 3,081 2,397 2,397 8.7 

6,943 6,865 6,179 6,567 5,792 5,792 20.9 

11,142 10,957 10,804 10,674 10,634 10,634 38.3 

784 807 828 823 926 926 3.3 

2,980 2,917 2,792 2,769 7,459 3,466 12.5 

2,132 2,518 2,103 2,071 2,634 2,499 9.0 

3,373 3,275 2,492 3,054 4,431 4,429 16.0 

20,411 20,474 19,019 19,391 26,084 21,954 79.1 

27,354 27,339 25,198 25,958 31,876 27,746 100.0 

25.4% 25.1% 24.5% 25.3% 18.2% 20.9%

自

主

財

源

依

存

財

源
県支出金

市債

小計

合計

自主財源比率

地方交付税

譲与税等

国庫支出金

区　　分

市税

寄附金

その他

小計

6,943 6,865 6,179 6,567 5,792 5,792 

20,411 
20,474 19,019 19,391 

26,084 

21,954 

27,354 27,339 
25,198 25,958 

31,876 

27,746 

25.4% 25.1% 24.5%

25.3%

18.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

0

10,000

20,000

30,000

H28 H29 H30 R1 R2 R2(除コロナ)

自主財源

比率（％）
歳入決算額

（百万円）

自 主 財 源 と 依存財 源

自主財源 依存財源 自主財源比率

20.9% 
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 (2) 市債 

令和２年度における市債は、投資的経費以外に新しいまちづくり基金の積

み増しに伴う合併特例事業債や地域総合整備資金貸付事業債の発行により

前年度より大きく増加しています。 

これまで、市債の発行については、市単独の大型の建設事業や漁港・港湾

整備など本来、公共事業等債を充当すべき事業に対し、合併特例事業債を活

用してきましたが、令和２年度でその発行上限額に達したため、今後は合併

特例事業債と同様に交付税措置率の高い過疎対策事業債や辺地対策事業債

を中心に活用していくことになります。 

 

■普通交付税における合併算定替と一本算定の推移 （単位：百万円）

H28 H29 H30 R1 R2

10,252 10,218 10,135 9,994 10,137 

9,403 9,451 9,442 9,282 9,404 

849 767 693 712 733 

△10% △30% △50% △70% △90% 

△85 △230 △346 △499 △660 

※普通交付税は臨時財政対策債を含む

■普通交付税と臨時財政対策債の推移 （単位：百万円）

H28 H29 H30 R1 R2 R2-H28

9,611 9,425 9,259 9,098 9,087 △524 

546 554 529 387 364 △182 

10,157 9,979 9,788 9,485 9,451 △706 

逓 減 率 ④

逓 減 額 ③ × ④

区　　分

普 通 交 付 税 ①

臨時財政対策債②

合 計 ① ＋ ②

区　　分

合 併 算 定 替 ①

一 本 算 定 ②

③ ( ① － ② )

546 553 529 387 364 

1,581 1,462 

434 850 
1,447 

815 862 

909 
722 

819 

325 267 

328 97 

237 

106 
131 

292 
998 

1,564 3,373 3,275 

2,492 

3,054 

4,431 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H28 H29 H30 R1 R2

（百万円）
市債発行額の推移

臨時財政対策債 合併特例事業債 過疎対策事業債

辺地対策事業債 その他
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３ 歳出の構造 

令和２年度の歳出決算額は312億9,700万円と前年度比24.6％の増となって

います。これは、歳入同様、新型コロナウイルス感染症対策の影響を大きく受

けているためで、特別定額給付金や事業者支援給付金などによる補助費等の増

加が主な要因となっています。 

感染症対策経費を除く決算額は271億6,000万円で、内訳では、投資的経費が

最も多く、次いで、扶助費、公債費、人件費、物件費、補助費等で、義務的経

費の構成比（43.0％）は、類似団体の平均と同程度となっています。 

 

 

(1) 人件費 

人件費のうち職員給は、定員適正化計画に基づく計画的な職員の採用によ

り、近年はほぼ横ばいで推移しています。 

報酬・その他の人件費は、令和２年度に会計年度任用職員制度が導入され

たことに伴い、物件費（賃金）から報酬に振り替えられたことによる影響で

２億3,600万円増加しています。定員適正化計画により職員数の削減が進む

一方で会計年度任用職員は増加傾向にあることから、今後は職員数と同様に

適正化を図っていく必要があります。 

 

■歳出の推移 （単位：百万円、％）

H28 H29 H30 R1 R2 R2（除コロナ） 構成比

11,547 11,521 11,648 11,619 11,775 11,679 43.0 

3,310 3,365 3,374 3,350 3,613 3,603 13.3 

4,223 4,346 4,320 4,357 4,444 4,358 16.0 

4,014 3,810 3,954 3,912 3,718 3,718 13.7 

4,567 5,138 3,294 4,302 5,562 5,500 20.2 

3,214 3,279 3,315 3,268 3,207 2,792 10.3 

2,945 3,108 3,142 2,814 6,278 2,716 10.0 

1,786 1,805 1,820 1,831 1,802 1,800 6.6 

2,032 1,446 790 742 1,818 1,818 6.7 

706 521 507 549 855 855 3.2 

26,797 26,818 24,516 25,125 31,297 27,160 100.0 

積 立 金

そ の 他

合 計

義 務 的 経 費

区　　分

投 資 的 経 費

物 件 費

補 助 費 等

繰 出 金

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

2,160 2,189 2,189 2,202 2,229 

1,150 

1,176 1,185 1,148 1,384 

3,310 3,365 3,374 3,350
3,613

391 
384 

385 

381 

374 

360

370

380

390

400

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H28 H29 H30 R1 R2

職員数

（人）
決算額

（百万円）
人件費と職員数の推移

職員給 報酬･その他 職員数
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(2) 扶助費 

扶助費は、生活保護費や児童手当など国・県補助金等を特定財源とするも

のが大半を占めています。令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償

化に伴い、民間保育所等の運営費に対する一般財源は減少したものの、新た

に市独自施策として副食費の無償化を実施しています。 

また、障害者自立支援給付費のサービスの利用量などが増加傾向にあるこ

とから、今後も扶助費は増加していくことが予想されます。 

 

 

(3) 公債費 

公債費は、中期プランにおいて、市債残高を抑制するため、新規の市債発

行額を元金償還額以下とし、これに併せて計画的に８億円前後の繰上償還を

実施してきました。 

令和２年度は、新しいまちづくり基金の積み増しや地域総合整備資金の貸

付のための市債を発行したことにより、市債発行額は一時的に元金償還額を

上回る結果となっています。 

 

1,278 1,353 1,385 1,397 1,249 1,249 

2,945 2,993 2,935 2,960 3,195 3,109 

4,223 4,346 4,320 4,357 4,444 4,358

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H28 H29 H30 R1 R2 R2(除コロナ)

（百万円）
扶助費の推移

一般財源 特定財源

3,133 3,103 3,144 3,009 2,827 

881
707 810 903 891

4,014
3,810 3,954 3,912 3,718

3,373 
3,275 

2,492 

3,054 

4,431 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H28 H29 H30 R1 R2

（百万円） 公債費の推移

定時償還等 繰上償還 発行額
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(4) 投資的経費 

投資的経費は、普通建設事業費と災害復旧費に区分されます。令和２年度

は災害復旧費の影響により前年度より12億6,000万円増加しています。 

市町村合併後において、市単独の大型の建設事業であった防災行政無線の

整備や学校施設の耐震化・大規模改修、市内における光ケーブルの整備など

については合併特例事業債の活用により対応してきました。 

今後は、老朽化に伴う公共施設の長寿命化や維持補修、建替えなどが大き

な課題であることから、年度間の事業量を平準化し、合併特例事業債に代わ

る交付税措置の高い市債を活用するとともに、単年度における一般財源充当

額を抑制しながら対応していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

4,291 4,711 

3,025 
3,935 

4,433 

276 427 269 367 
1,129 

4,567
5,138

3,294

4,302

5,562

0

2,000

4,000

6,000

H28 H29 H30 R1 R2

（百万円） 投資的経費の推移

普通建設事業費 災害復旧費 投資的経費

653 936 519 685 661 

3,914 
4,202 

2,775 
3,617 

4,901 

4,567
5,138

3,294

4,302

5,562

0

2,000

4,000

6,000

H28 H29 H30 R1 R2

（百万円） 投資的経費(一財・特財)の推移

一般財源 特定財源
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(5) 物件費 

物件費の令和２年度決算額は32億700万円で、宿泊キャンペーンやプレミ

アム商品券の実施に係る委託料、また、小中学校における１人１台パソコン

の整備などの新型コロナウイルス感染症対策経費を除くと27億9,200万円と

なっています。 

また、物件費のうち賃金については、令和２年度から会計年度任用職員制

度の導入により、人件費（報酬）に振り替えられたことで減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

1,996 2,022 2,010 2,136 2,143 2,127 

1,218 1,257 1,305 1,132 1,064 
665 

3,214 3,279 3,315 3,268 3,207

2,792 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H28 H29 H30 R1 R2 R2(除コロナ)

（百万円） 物件費（一財・特財）の推移

一般財源 特定財源

254 267 275 276 
0 0 

967 959 809 759 

751 717 

1,510 1,500 1,649 1,619 
1,775 

1,566 

112 128 128 180 263 

107 

371 425 454 434 418 

402 

3,214 3,279 3,315 3,268 3,207 

2,792 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H28 H29 H30 R1 R2 R2(除コロナ)

（百万円）
物件費（節別）の推移

賃金 需用費 委託料 備品購入費 その他
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(6) 補助費等 

補助費等は、令和２年度に大きく増加していますが、これは、新型コロナ

ウイルス感染症対策によるもので、特別定額給付金や事業者支援給付金、飲

食店等時短要請協力金などが主な要因となっています。 

感染症対策経費を除いて比較すると、一部事務組合負担金が大きく減少し

ていますが、これは北松北部環境組合に対する運営負担金のうち、施設建設

に係る地方債の償還が終了したことが主な要因となっています。しかしなが

ら、令和３年度以降は、平成29年度から令和元年度に実施した施設の長寿命

化に係る地方債の元利償還金に対する負担金の増加が予定されています。 

また、公営企業（法適）繰出金は、平成29・30年度の交通船事業会計にお

けるフェリーの新船建造の影響で一時的に増加しています。 

 

 

 

2,409 2,427 2,372 2,155 2,129 2,127 

536 681 770 
659 

4,149 

589 

2,945 3,108 3,142
2,814

6,278

2,716

0

2,000

4,000

6,000

H28 H29 H30 R1 R2 R2(除コロナ)

（百万円）
補助費等（一財・特財）の推移

一般財源分 特定財源分

673 826 896 733 709 708 

1,132 1,116 1,043 
683 705 705 

443 511 628 
788 1,008 655 

697 655 575 
610 

3,856 

648 

2,945 3,108 3,142 
2,814 

6,278 

2,716 

0

2,000

4,000

6,000

H28 H29 H30 R1 R2 R2(除コロナ)

（百万円）
補助費等（内容別）の推移

公営企業(法適)繰出金 一部事務組合負担金 単独補助 その他
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(7) 繰出金 

繰出金は、介護保険事業において、令和元年度以降、増加していますが、

これは消費税増税に伴う低所得者に対する保険料負担軽減措置の拡大によ

るものが主な要因となっています。 

なお、後期高齢者医療及び介護保険事業においては、高齢化の進展に伴い、

繰出金は増加傾向にありましたが、令和３年度以降は、前期高齢者は減少に

転じるものの、後期高齢者は令和７年度まで増加が続くものと予想されてお

り、後期高齢者医療費や介護サービス給付費に係る繰出金もこの頃にピーク

を迎えることが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

487 476 489 492 479 478

679 689 690 662 639 639

597 613 608 632 659 659

23 27 33 45 25 24
1,786 1,805 1,820 1,831 1,802 1,800 

0

500

1,000

1,500

2,000

H28 H29 H30 R1 R2 R2(除コロナ)

（百万円） 繰出金の推移

国保事業 後期高齢者医療事業 介護保険事業 公営企業(法非適)など
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４ 基金残高の状況 

基金残高は、平成28年度以降、120億円前後で推移しています。個別にみると、

財政調整基金は、平成20年度以降、財政調整基金を取り崩しておらず、令和２

年度末においては標準財政規模の21.5％（中期プラン目標値は20％程度）に当

たる残高を確保しています。また、減債基金は令和元・２年度に繰上償還のた

めの取り崩しを行っていますが、令和２年度末の残高は市債残高の9.3％（中期

プラン目標値は５％程度）を確保しています。 

ふるさと納税を原資とする「やらんば！平戸」応援基金の残高は34億6,200万

円で、近年、寄附額は減少しているものの、人口減少対策を始めとした本市の

重要施策に充当するための一定の残高は確保できています。 

また、合併特例事業債を活用した基金である新しいまちづくり基金について

は、標準基金規模の1.5倍までの積み増しを令和２年度に行い23億9,800万円の

残高を確保しており、今後は合併特例事業債の発行終了後の公共施設の改修等

への活用を検討していきます。 

 

 

５ 市債残高の状況 

市債残高は、中期プランに基づき、新規市債発行額を元金償還以下に抑制す

るとともに、計画的な繰上償還の実施により令和元年度までは順調に減少して

いましたが、令和２年度は、新しいまちづくり基金の積み増しや地域総合整備

資金貸付に伴う市債の発行により増加しています。 

一方、市債の発行に当たっては、交付税措置の高いものを中心に行っている

ことから、市債残高の約74％（令和２年度末時点）は後年度、交付税において

補てんされることになります。 

 

2,798 2,803 2,808 2,814 2,818 

2,726 3,045 3,206 2,633 2,492 

3,781 
3,889 3,303 

3,219 3,462 

1,600 
1,602 

1,603 
1,604 

2,398 

1,286 
1,276 

1,229 
1,202 

1,166 

12,191 
12,615 

12,149 
11,472 

12,336 

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

H28 H29 H30 R1 R2

（百万円）
基金残高の推移

財政調整基金 減債基金

「やらんば！平戸」応援基金 新しいまちづくり基金

その他特定目的基金
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しかしながら、これまで積極的に活用してきた合併特例事業債の発行が終了

したため、今後は、過疎対策事業債や辺地対策事業債に加え、制度期間が延長

となった公共施設等適正管理推進事業債や緊急自然災害防止対策事業債など、

交付税措置の高い起債事業を活用しながら、残高の抑制に努めていく必要があ

ります。 

 

 

６ 財政構造 

(1) 経常収支比率 

経常収支比率は、財政構造の硬直度や弾力性を示す指標で、この比率が高

いほど経常余剰財源が少なく、財政の硬直化が進んでいる状況にあります。 

平成30年度までは、合併算定替の逓減率の増加に伴う普通交付税の減少に

より、増加傾向にありましたが、繰上償還の実施による公債費の抑制や北松

北部環境組合の公債費負担が減少したこと、また、令和２年度においては消

費税増税に伴う地方消費税交付金の増加もあり、令和２年度は90％を下回っ

ています。しかしながら、経常収支比率は、都市部にあっては75％を上回ら

ないことが望ましいとされており、今後も継続した経常経費の節減に努めて

いく必要があります。 

8,095 8,124 8,054 7,829 7,544 

7,299 7,413 6,440 5,643 5,583 

5,470 5,752 
6,045 

6,186 6,370 

1,286 1,371 1,514 
1,437 1,500 

6,186 5,356 
4,681 4,926 5,855 

28,336 28,016 
26,734 26,021 26,852 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H28 H29 H30 R1 R2

（百万円）
市債残高の推移

臨時財政対策債 合併特例事業債 過疎対策事業債

辺地対策事業債 その他
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(2) 実質公債費比率 

市債の返済額の大きさを示す実質公債費比率は年々減少しており、基準値

である25％を大きく下回っています。 

これは、これまでの計画的な繰上償還の実施や北松北部環境組合に対する

公債費負担の減少が主な要因となっています。しかしながら、令和２年度に

発行した新しいまちづくり基金積立に係る合併特例事業債の元金償還の開

始、また、北松北部環境組合において平成29年度から実施した施設の長寿命

化に対する地方債の元利償還金の開始に伴う負担金の増加により、今後は増

加してくことが予想されています。 

 

 

(3) 将来負担比率 

市債など現在抱えている負債の大きさを示す将来負担比率は、平成27年度

以降、基準である350％を下回り、発生していない状況が続いています。 

これは、継続した繰上償還による市債残高の減少や、財政調整基金を始め

とした基金残高の確保が主な要因となっています。 
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第３章 財政健全化計画（第２次計画）～後期プラン～ 

第１節 計画期間における取組事項 

１ 定員適正化計画による取り組み 

(1) 職員数の適正化 

第２次定員適正化計画（見直し版）に基づき、計画的な人員確保を行うと

ともに、定年引上げ等の制度を見据え、職の整理等を行いながら多様な任用

制度を活用し、人件費の抑制に努めます。 

 

２ 行政改革推進計画による取り組み 

(1) 施策・事務事業の見直し 

本市財政状況に見合う事業とするため、効果の検証を徹底し、事業の再編・

整理、廃止・統合を行います。 

また、財政見通しに対する危機感と行革マインドを持った経常経費の削減

に努めます。 

 

   (2) 給与等の見直し 

国及び他自治体の給与状況等を踏まえ、職種に応じた給料表の導入を含む

職員給与の適正化を図るとともに、業務内容及び社会情勢などに応じた職員

手当の見直しを行います。 

また、長時間労働を是正することにより、職員の健康及びワーク・ライフ・

バランスの実現を図るとともに労働生産性を向上させ、多様で柔軟な働き方

の実現に結び付けます。また、事務事業の見直しと業務改善による時間外勤

務の縮減に努めます。 

 

   (3) 繰出金の適正化 

公営企業会計においては、料金収入などの事業収入による独立採算制の原

則に基づき、市民サービスの維持・向上に留意しながら経営の健全化を図り

ます。 

 

(4) ふるさと納税の取組推進 

ふるさと納税制度の取組みを推進することにより、自主財源の確保に努め

るとともに、「やらんば！平戸」応援基金を効果的に活用していきます。 

 

(5) 普通財産の有効活用 

行政目的としての活用が見込めない遊休財産について、公共施設等総合管

理計画に基づく有効活用や積極的な売却などの処分を進めます。 
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(6) 新たな歳入の確保 

既存の有料広告掲載の充実を図るとともに、自主財源の確保に向けた新た

な歳入確保の方法の導入について検討します。 

 

(7) 収納率の維持向上 

歳入の根幹をなす市税については、税負担の公平性の観点から課税客体の

的確な捕捉に努めるとともに、納期内納付の徹底と収納率の向上に対する取

組みを引き続き実施します。 

また、保育料、住宅使用料及び学校給食費等についても、負担の公平性の

観点から未収金の解消に努めます。 

 

(8) 行政事務処理方式の改善 

行政改革推進計画の効果的な取組みを推進するため、定期的に行政事務改

善委員会を開催し、行政事務処理方式について調査審議します。 

 

(9) 補助金等に関する指針等に基づく見直し 

補助金等に関する指針、受益者負担の適正化に関する指針及び業務委託に

関する指針に基づき見直しを行い、住民負担の公平性の確保と限られた財

源・人材の有効活用を図ります。 

 

(10) 企業誘致の推進 

企業誘致による雇用の創出や、人口定住化による地域経済の活性化に取り

組みます。 

 

３ 財政健全化への取り組み 

(1) 経常経費の節減、事務事業の見直し 

事務経費や公共施設の維持管理経費はこれまでも徹底した節減に努めて

きたところですが、引き続き予算・執行の両面から経常経費の節減に取り組

んでいきます。 

事務事業については、市民ニーズを十分に把握し、国・県の法令等に定め

のある事業を除き、必要性や緊急性などを勘案しながら、所期の目的を達成

した事業あるいは事業効果が小さい事業の縮小・廃止、目的が類似する事業

の統廃合や、より低コストにつながる事業手法への転換を行うとともに、新

規・拡充事業に必要な一般財源は、原則として既存事業の見直しによって確

保するなど、限られた財源の範囲で取捨選択を行い、経費の削減を図ります。 

また、実施計画事業については、必要性や優先度を勘案し、将来を見据え

た施策の重点的選択を実施し、国・県の補助制度や有利な地方債の活用によ

り、一般財源の抑制に努めます。 
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(2) 公債費負担の適正化 

公共施設の整備等の財源として発行する市債には、その返済を長期間分割

して行うことで「財政負担の平準化」を図る効果と、長期にわたって供用さ

れる公共施設において「世代間負担の公平性」を確保する効果があります。 

一方、発行額の増加は、後年度の財政負担を増加させる要因になることか

ら、将来の公債費の負担軽減を図るため、原則として新規の市債発行額を元

金償還額以下とし、市債残高の抑制を目指すとともに、今後の財政状況を勘

案しながら、必要に応じて繰上償還を行います。 

また、市債の発行に当たっては、合併特例事業債の発行が終了した後、過

疎対策事業債や辺地対策事業債を中心に、防災対策や公共施設の適正化への

活用が可能な緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債、公共施

設等適正管理推進事業債など比較的交付税措置の高い地方債を効果的に活

用していきます。 

 

(3) 公共施設配置の適正化 

本市の公共施設は、老朽化の進行により、今後大規模改修や更新が必要と

なる施設が多くありますが、今後の人口減少や財政状況を踏まえると全ての

施設を保有し続けることは難しい状況にあります。 

このため、公共施設等総合管理計画に基づき、不具合・故障後の事後修繕

から、耐用年数など一定の基準に基づき事前に改修を進める予防保全に転換

し、長寿命化を図る一方で、類似機能を有する施設の統廃合や規模縮小など

の検討を行い、施設総量の縮減を図っていきます。 

 

(4) 基金の効果的な運用 

経済状況の悪化に伴う市税の大幅な減収や不時の支出増加に対処し、中長

期的な視野に立った安定的な財政運営を行うため、財政調整基金及び減債基

金については、今後も基金残高を一定確保していきます。 

また、ふるさと納税を原資とする「やらんば！平戸」応援基金については、

総合計画や総合戦略における重要施策の推進に必要不可欠であることから、

今後も自主財源の確保に向け、取り組みを推進するとともに、積極的な活用

を図っていきます。 

さらに、合併特例事業債を原資とした新しいまちづくり基金については、

合併特例事業債の発行終了後における公共施設の大規模改修への充当など、

その活用方法について検討していきます。 

基金の運用としては、歳計現金に繰り替えることにより資金繰りへの対応

を行うとともに、現在、預金金利より利率が高い長崎県発行の市場公募債の

購入を行っていますが、今後は安全性や流動性、利回りなど考慮しながら電

力債の購入など、債権の購入範囲の拡大についても検討していきます。 
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第２節 後期プランにおける財政見通し 

１ 財政見通しの前提条件 

(1) 対象とする会計は普通会計とします。 

普通会計とは、全国の市町村の財政状況を統一的に比較するために用いら

れる統計上の区分で、本市では一般会計の一部を国民健康保険特別会計と後

期高齢者医療特別会計へ移動し調整したものとなります。 

(2) 後期プランを実施した後の財政見通しです。 

(3) 単年度の収支状況をわかりやすく表示するため、決算剰余による積立（歳

出）及び財源不足による財政調整基金繰入（歳入）は考慮していません。 

なお、基金残高については、決算剰余及び財源不足による積立・繰入を行

ったものとして試算しています。 

(4) 現在の体制及び事業を継続した場合の設定とします。 

(5) 科目ごとの前提条件は、以下のとおりです。 

 

【歳入】

科　　目 前　　提　　条　　件　　等

全般 コロナ関係は、R5以降見込まない

市民税は、R4予算を基礎として過去の増減率から積算

固定資産税・都市計画税は、土地:△2％、家屋:評価替ごとに△2％で積算

その他の税収は、課税対象の推移見込から積算

地方譲与税等 R4予算を基礎として、R5以降は同額で固定

基準財政収入額は、R4予算を基礎として市税各費目の増減率から積算

基準財政需要額は、現行制度を基にR2国勢調査人口を勘案し積算。
公債費及び事業費補正は、実施計画を基に積算。

特別交付税 R4決算見込と同額で固定（14億円）

負担金は、R4予算と同額で固定

分担金は、実施計画に対応して積算

使用料及び手数料 R4予算と同額で固定

経常的経費は、R4予算と同額で固定

臨時的経費は、積み上げ積算、実施計画に対応して積算

経常的経費は、R4予算と同額で固定

臨時的経費は、積み上げ積算、実施計画に対応して積算

財産収入 R4予算と同額で固定

寄附金 R4予算を基礎として積算

繰入金 R4予算を基礎として積算

繰越金 見込まない

諸収入 R4予算を基礎として積算

R4予算及び実施計画に対応して積算

臨時財政対策債は、普通交付税積算による

過疎対策事業債（ソフト）は、R3普通交付税算定を基礎として激変緩和措置を積算

市債

分担金及び負担金

市税

普通交付税

国庫支出金

県支出金
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２ 今後の財政見通し 

後期プランにおける財政見通しでは、計画終期の令和５年度までは、実質収支

の黒字は継続する一方で、経常収支比率や実質公債費比率は、普通交付税の減少

や公債費の増加等により上昇していく見込みとなっています。 

また、依然として進行する人口減少により、市税や普通交付税は減少していく

ものの、少子高齢化等に伴う社会保障費が増加などにより、令和７年度以降は収

支不足が発生すると見込んでいます。 

 

 

【歳出】

科　　目 前　　提　　条　　件　　等

全般 コロナ関係は、R5以降見込まない

報酬は、R4予算を基礎として積算

職員給は、定員適正化計画に基づき積算（計画以下の人数となっているため、R4予算を
基礎として、給料は、直近の推移から積算。職員手当及び共済費は、同額で固定）

物件費 R4予算を基礎として、一財の影響が大きいものを実施計画から抽出して積算

維持補修費 R4予算を基礎として積算

R4予算を基礎として積算

一財の影響が大きいものは、年齢階層ごとの人口推計・直近の推移から積算

R4予算を基礎として、一財の影響が大きいものを実施計画から抽出して積算

水道事業及び病院事業は、R4予算並びに経営戦略及び公立病院改革プランに基づく収支
計画を勘案し積算

公債費 実施計画を基礎として積算

積立金 歳入基金利子と同額を積立

投資及び出資金 実施計画を基礎として積算

貸付金 R4予算と同額で固定

国民健康保険（直診勘定）は、R4予算を基礎として積算（公債費）、及び実施計画を基
に積算（診療所解体）

後期高齢者医療及び介護保険（保険事業勘定）は、直近の推移を勘案し積算

その他は、R4予算と同額で固定

建設事業は、実施計画計上額

災害復旧事業は、R3決算見込を基礎として積算

人件費

扶助費

投資的経費

補助費等

繰出金
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■財政見通し

【歳　入】 （単位：百万円）

年　度　
　区　分

2,843 2,809 2,806 2,752 2,686 2,762 2,757
807 827 823 925 1,074 998 999

10,957 10,804 10,675 10,634 10,985 10,688 10,462
普 通 交 付 税 (9,425) (9,259) (9,098) (9,087) (9,585) (9,288) (9,062)
特 別 交 付 税 (1,532) (1,545) (1,577) (1,547) (1,400) (1,400) (1,400)

149 119 96 84 99 80 96
328 314 315 305 311 311 311

2,917 2,792 2,769 7,459 5,319 3,185 3,298
2,518 2,103 2,071 2,634 3,593 2,088 2,314

87 66 94 56 44 34 40
1,076 639 680 644 715 800 800
1,390 1,289 1,427 666 766 2,502 897

財政調整基金 (0) (0) (0) (0) (0) (449) (0)
減 債 基 金 (0) (0) (577) (0) (0) (0) (0)

556 520 681 833 579 0 0
434 423 467 453 435 429 415

3,275 2,492 3,054 4,431 3,608 1,889 2,046
臨時財政対策債 (554) (529) (387) (364) (342) (174) (170)

27,337 25,197 25,958 31,876 30,214 25,766 24,435

【歳　出】 （単位：百万円）

年　度　
　区　分

3,365 3,374 3,350 3,613 3,682 3,684 3,667
職 員 給 (2,189) (2,189) (2,202) (2,216) (2,247) (2,199) (2,185)

3,279 3,315 3,268 3,207 3,781 4,237 3,181
283 282 274 261 283 372 288

4,346 4,320 4,357 4,444 4,427 4,510 4,515
3,098 3,142 2,814 6,277 4,566 3,297 2,958

企業会計繰出金 (826) (896) (733) (709) (735) (821) (808)
環境組合負担金 (1,088) (1,015) (653) (675) (707) (812) (795)

3,810 3,954 3,912 3,718 3,222 2,996 3,009
繰 上 償 還 (707) (810) (902) (891) (397) (0) (0)

1,446 790 742 1,818 1,491 829 830
238 225 275 594 483 401 272

1,805 1,820 1,831 1,802 1,845 1,924 1,911
5,139 3,293 4,302 5,563 6,306 3,226 3,733

普通建設事業 (4,711) (3,025) (3,935) (4,434) (5,579) (3,206) (3,337)
26,809 24,515 25,125 31,297 30,086 25,476 24,364

市民一人当たり（千円） 842 785 820 1,040 1,012 870 846
528 682 833 579 128 290 71

12,615 12,149 11,471 12,337 12,776 11,852 12,149
財政調整基金 (2,804) (2,809) (2,813) (2,818) (3,369) (3,215) (3,290)
減 債 基 金 (3,045) (3,206) (2,633) (2,492) (2,826) (2,830) (2,833)
市民一人当たり（千円） 396 389 374 410 430 405 422

28,016 26,734 26,021 26,852 27,339 26,316 25,426
臨時財政対策債 (8,124) (8,054) (7,829) (7,544) (7,199) (6,670) (6,153)
市民一人当たり（千円） 880 856 849 893 920 899 882

91.4 92.5 91.1 88.3 85.9 92.3 94.0
6.3 5.7 4.7 3.0 1.4 1.4 3.1

- - - - - - -
31,831 31,223 30,641 30,082 29,728 29,272 28,815

国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入

使用料及び手数料

H29
（決算）

地 方 譲 与 税 等
地 方 交 付 税

分担金及び負担金

R3
(決算見込)

R4
(決算見込)

R5

地 方 税

H30
（決算）

R1
（決算）

R2
（決算）

寄 附 金
繰 入 金

諸 収 入
市 債

歳 入 合 計

繰 越 金

投資出資・貸付金

R5

維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等

公 債 費

積 立 金

人 件 費

物 件 費

R4
(決算見込)

H29
（決算）

R3
(決算見込)

H30
（決算）

R1
（決算）

R2
（決算）

経 常 収支 比率
実質公債費比率

将 来 負担 比率
住基人口（3/31）

繰 出 金
投 資 的 経 費

歳 出 合 計

歳 入 歳 出 差引
基 金 現 在 高

地 方 債現 在高
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 第３節 終わりに 

社会情勢が目まぐるしく進展する中、世界経済や生活環境に多大な影響を及ぼ

している新型コロナウイルス感染症の影響など、本市を取り巻く状況も刻々と変

化しています。 

これまでも、安定的な財政運営に向け、様々な取組みを行ってきましたが、よ

り強固な財政基盤を確立すべく、持続可能な財政見通しを立てながら、社会情勢

の変化や新たな課題に対応した健全な財政運営を目指していきます。 

  


